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金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
百
二
十
三
条

法
第
四
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は

第
百
二
十
三
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
～
二
十
一
の
三

略
］

［
一
～
二
十
一
の
三

同
上
］

二
十
一
の
四

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
第
百
十
七
条
第
一

二
十
一
の
四

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
第
百
十
七
条
第
一

項
第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

項
第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

を
い
う
。
次
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
八
ま
で
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。

を
い
う
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
金

）
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
（
指
定
親
会
社
を
親
会
社
（
法
第
五
十

融
商
品
取
引
業
者
（
指
定
親
会
社
を
親
会
社
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
八
項

七
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
特
別
金
融
商
品

に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
特
別
金
融
商
品
取
引
業
者
を
除
く

取
引
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で
及
び
第
六
項

。
以
下
こ
の
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（

）
が
、
そ
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融
庁
長
官
の
指

金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で

定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で
及
び
第
六
項
に
お

及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
協
会
規
則
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
（
協
会
規
則

い
て
「
協
会
規
則
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
（
協
会
規
則
を
定
め
る
金
融
商

を
定
め
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者

品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
に
あ
っ
て
は
、
金

に
あ
っ
て
は
、
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の

融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の
六
に
お
い
て
同
じ
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六
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
（

。
）
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
（
外
国
為
替
相
場
の

外
国
為
替
相
場
の
変
動
そ
の
他
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
当
該
金
融

変
動
そ
の
他
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
に

商
品
取
引
業
者
に
生
ず
る
損
失
を
計
算
し
、
経
営
の
健
全
性
に
与
え
る
影
響

生
ず
る
損
失
を
計
算
し
、
経
営
の
健
全
性
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
こ
と

を
分
析
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の
六
並
び
に
第
六
項
に

を
い
う
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の
六
並
び
に
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

［
二
十
一
の
五
・
二
十
一
の
六

略
］

［
二
十
一
の
五
・
二
十
一
の
六

同
上
］

二
十
一
の
七

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商

［
号
を
加
え
る
。
］

品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融

庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
並
び
に
第
七
項
に
お
い

て
「
協
会
規
則
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
（
協
会
規
則
を
定
め
る
金
融
商
品

取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
金

融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
情
報
を
保

存
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

二
十
一
の
八

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
協
会
規

［
号
を
加
え
る
。
］

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

関
す
る
情
報
を
、
そ
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
協
会
規
則
を
定

め
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に

あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
）
）
に
報
告
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

二
十
一
の
九

［
略
］

二
十
一
の
七

［
同
上
］

二
十
一
の
十

［
略
］

二
十
一
の
八

［
同
上
］
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二
十
一
の
十
一

［
略
］

二
十
一
の
九

「
同
上
」

［
二
十
二
～
三
十

略
］

［
二
十
二
～
～
三
十

同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
第
二
十
一
号
の
七
及
び
第
二
十
一
号
の
八
に
規
定
す
る
協
会
規
則
に

［
項
を
加
え
る
。
］

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
保
存
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
情
報
の
内
容

ロ

当
該
情
報
の
保
存
の
方
法
及
び
期
間

二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
報
告
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
情
報
の
内
容

ロ

当
該
情
報
の
報
告
の
方
法
及
び
頻
度

ハ

当
該
情
報
の
分
析
の
方
法
及
び
そ
の
結
果

三

当
該
協
会
規
則
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
内
容
を
金
融

庁
長
官
に
通
知
す
る
旨

８

［
略
］

７

［
同
上
］

９

［
略
］

８

［
同
上
］

［
略
］

９

［
同
上
］

10

［
略
］

［
同
上
］

11

10

［
略
］

［
同
上
］

12

11

［
略
］

［
同
上
］

13

12
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


